
保
育
園
入
園
児
の

申
し
込
み
を
受
け
付
け
ま
す

平
成
27
年
度

入
園
基
準

申
込
方
法
・
申
込
期
間

　

保
護
者
の
い
ず
れ
も
が
、
次
の
理
由
に

よ
り
、
家
庭
で
児
童
を
保
育
で
き
な
い
場

合
に
申
し
込
み
が
で
き
ま
す
。

①
保
護
者
が
家
庭
の
外
で
仕
事
を
し
て
い

る
場
合

②
保
護
者
が
家
庭
の
中
で
児
童
と
離
れ
て

家
事
以
外
の
仕
事（
自
営
業
・
内
職
な

ど
）を
し
て
い
る
場
合

③
保
護
者
が
病
気
、
負
傷
、
心
身
に
障
害

を
有
す
る
場
合

④
保
護
者
が
出
産
の
前
後（
原
則
と
し
て

産
前
２
カ
月
・
産
後
３
カ
月
間
）で
あ
る

場
合

⑤
保
護
者
が
長
期
に
わ
た
る
病
人
、
ま
た

は
心
身
に
障
害
を
有
す
る
同
居
の
親
族

を
常
時
介
護
し
て
い
る
場
合

⑥
保
護
者
が
求
職
中（
原
則
と
し
て
３
カ

月
間
）の
場
合

　

町
民
課
こ
ど
も
係
お
よ
び
各
保
育
園
に

11
月
19
日（
水
）か
ら
申
込
書
を
用
意
し
ま

す
。

　

平
成
27
年
度
に
入
園
を
希
望
さ
れ
る
方

は
、
申
込
書
に
必
要
事
項
を
ご
記
入
の
上
、

11
月
19
日（
水
）〜
12
月
19
日（
金
）午
前
８

時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分（
土
・
日
・
祝
日

を
除
く
）ま
で
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※ 
既
に
入
園
さ
れ
て
い
る
園
児
が
引
き
続

き
入
園
を
希
望
さ
れ
る
場
合
も
申
し
込

み
が
必
要
で
す
。

　

 　

ま
た
、
育
児
休
暇
等
の
関
係
で
年
度

途
中
の
入
園
を
予
定
さ
れ
て
い
る
方
も
、

申
込
期
間
中
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

保
育
園
で
は
、
子
ど
も
た
ち
が
心
身
と
も
に
健
や
か
に
育
つ
こ
と
を
願
っ
て
保
育
を
し
て
い
ま
す
。

平
成
27
年
度
の
保
育
園
入
園
申
込
を
、
次
の
と
お
り
受
け
付
け
ま
す
。

⑦
保
護
者
が
就
学
中
で
あ
る
場
合

⑧
家
庭
に
火
災
や
風
水
害
等
の
災
害
が

あ
っ
た
場
合
な
ど

　

募
集
園
児
数
を
超
え
る
申
し
込
み
が

あ
っ
た
場
合
や
年
度
途
中
の
申
し
込
み
の

場
合
、
優
先
利
用
を
判
断
し
た
上
で
、
入

園
で
き
な
い
こ
と
や
、
他
の
保
育
園
に
入

園
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

【
保
育
時
間
・
延
長
保
育
時
間
】

　

下
表
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※ 

保
育
時
間
お
よ
び
延
長
保
育
料
は
、
平

成
26
年
度
現
在
の
も
の
で
す
。
平
成
27

年
度
か
ら
の
新
制
度
施
行
に
伴
い
検
討

中
で
す
の
で
、
変
更
と
な
る
可
能
性
が

あ
り
ま
す
。

【
広
域
入
所
】

　

町
内
に
お
住
ま
い
で
、
保
護
者
の
勤
務

保育時間・延長保育時間

保育園名 保育時間（土曜は希望保育）
延長保育時間

延長保育料
朝（平日・土曜） 夕

やまゆり保育園
・雪窓保育園

平日 午前8時～午後4時 午前7時30分
～8時

平日 午後4時～7時
30分につき70円

土曜 午前8時～正午 土曜 正午～午後6時

たんぽぽ保育園
（3歳未満児専門）

平日 午前7時45分～午後5時30分 午前7時30分
～7時45分

平日 午後5時30分～7時 30分につき140円
午前7時30分～7時45分
の15分間は70円土曜 午前7時45分～午後1時30分 土曜 午後1時30分～3時

杉の子幼稚園附属
保育園つくしんぼ
（３歳未満児専門）

平日 午前8時～午後4時 午前7時30分
～8時

平日 午後4時～7時
30分につき70円

土曜 午前8時～正午 土曜 正午～午後6時

の
都
合
な
ど
で
、
町
外
の
保
育
園
に
入
園

を
希
望
さ
れ
る
方
も
申
し
込
み
が
必
要
で

す
。

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

町
民
課
こ
ど
も
係

 

（
内
線
47
・
74
）
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一
時
保
育
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　

町
内
に
お
住
ま
い
で
、
保
育
園
に

入
園
し
て
い
な
い
児
童
が
対
象
で
す
。

　

保
護
者
の
仕
事（
求
職
活
動
な
ど
）、

出
産
、
病
気
や
け
が
、
看
護
・
介
護
、

冠
婚
葬
祭
、
育
児
疲
れ
解
消
等
で
、

緊
急
ま
た
は
一
時
的
に
家
庭
で
子
ど

も
の
保
育
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

場
合
に
利
用
で
き
ま
す
。
一
時
保
育

料
が
か
か
り
ま
す
。

　

雪
窓
保
育
園
お
よ
び
保
育
園
つ
く

し
ん
ぼ
で
実
施
し
て
い
ま
す
。
利
用

を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
各
園
に
直

接
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
初
め
て
利
用
さ
れ
る
場
合
、

事
前
に
面
談
を
行
い
ま
す
。
早
め
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

町
民
課
こ
ど
も
係 

（
内
線
47
・
74
）

雪
窓
保
育
園 

（
32
）４
１
６
６

保
育
園
つ
く
し
ん
ぼ 

（
31
）６
３
６
０

申
し
込
み
先

雪
窓
保
育
園 

（
32
）４
１
６
６

保
育
園
つ
く
し
ん
ぼ （
31
）６
３
６
０

　

平
成
27
年
４
月
か
ら「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
」が
は
じ
ま
る
こ
と
に

よ
り
、
保
育
園
な
ど
の
利
用
手
続
き
が
変
わ
り
ま
す
。

入
園
す
る
ほ
ど
で

入
園
す
る
ほ
ど
で

は
な
い
け
れ
ど
、

は
な
い
け
れ
ど
、

困
っ
た
と
き
は
…

困
っ
た
と
き
は
…

　

新
制
度
で
は
、
幼
稚
園
や
保
育
園
な
ど

に
入
園
を
希
望
す
る
保
護
者
か
ら
の
申
請

に
基
づ
い
て
、
町
が
保
育
の
必
要
性
を
認

定
し
ま
す
。
認
定
の
種
類
に
は
、
１
号
認

定
、
２
号
認
定
、
３
号
認
定
が
あ
り
ま
す

（
下
表
）。

　

認
定
を
受
け
る
と
、
保
育
の
必
要
性

（
就
労
状
況
な
ど
）の
有
無
、
保
育
の
必
要

量（
就
労
時
間
）な
ど
、
子
育
て
家
庭
の
状

況
に
応
じ
た
認
定
内
容
が
記
載
さ
れ
た
認

定
証
を
交
付
し
ま
す
。

保
育
園
な
ど
の
利
用
手
続
き
が
変
わ
り
ま
す

「
保
育
の
必
要
性
」の
認
定
が
必
要
で
す
。

保
育
料（
利
用
者
負
担
）が
変
わ
り
ま
す
。

保
育
の
利
用
時
間
が
変
わ
り
ま
す
。

　

２
号
認
定
・
３
号
認
定
を
受
け
る
方
は
、

保
育
の
必
要
量（
就
労
時
間
）に
よ
っ
て
保

育
時
間
が
区
分
さ
れ
ま
す
。
い
ず
れ
の
場

合
も
延
長
保
育
が
あ
り
ま
す
。

■
保
育
標
準
時
間

　

 

フ
ル
タ
イ
ム
就
労
を
想
定
し
た
利
用
時

間（
最
長
11
時
間
保
育
）

■
保
育
短
時
間

　

 

パ
ー
ト
タ
イ
ム
就
労
を
想
定
し
た
利
用

時
間（
最
長
８
時
間
保
育
）

　

こ
れ
ま
で
は
、
保
護
者
の
所
得
税
額
を

基
準
と
し
て
い
ま
し
た
が
、
平
成
27
年
４

月
分
の
保
育
料
か
ら
、
住
民
税
額
を
基
準

と
し
ま
す
。

　

詳
細
に
つ
い
て
は
決
定
し
た
と
こ
ろ
で

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

認定区分表

3つの認定区分 対　　　　　象 利　用　先

1号認定
（教育標準時間認定） 保育を必要としない満3歳以上の子ども 新制度に移行する幼稚園

認定こども園（幼稚園部分）

2号認定
（満3歳以上・保育認定） 保育を必要とする満3歳以上の子ども 保育園

認定こども園（保育園部分）

3号認定
（満3歳未満・保育認定） 保育を必要とする満3歳未満の子ども 保育園

認定こども園（保育園部分）

※ 1号認定が必要となる幼稚園、各認定を必要とする認定こども園は、現在、町内にはありません。町外で認定が必要な幼稚園
や認定こども園を利用する際には、認定申請が必要になります。

利用申込書（入園申込
書）と「保育の必要性」
の認定申請書を町民課
こども係に提出します。

●●1

町で必要性の認定およ
び各保育園の定員に合
わせた利用調整を行い
ます。

●●2

利用先の決定後、認定
証および調整結果通知
を送付します。
※ 随時申込の場合、認定
証は申請日から30日
以内に交付することと
なっていますが、年度
当初申込時は認定事務
が集中することから、
1月下旬ごろ調整結果
とともに送付します。

●●3

平成27年度からの
 保育園利用手続き
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